
 

消費生活相談窓口は、各市に設置されていて、「無料」「秘密厳守」で専門の相談員が消
費生活についての相談や苦情をお聞きして解決するためのお手伝いをしています。  

相談は、直接市の窓口に出向いていただいても、市の窓口か、局番なし℡188 番にお電話
していただくことでも対応できます。  

済んでしまった事でもささいな事でもあきらめないで、まずは相談窓口までご連絡ください。情
報が国へ集約され、注意喚起や法改正の情報などに活用されます。そのため、他の相談者の
トラブル解決につながることや２次被害の防止、製品・サービスの向上につながります。  

消費トラブルで困ったら「迷わず」「気軽に」「早めに」ご相談ください。  

 

 

 

 

 

47件 

 

 

 

ネットビジネスサイトで登録料３０万円、アンケート

に答えると１件につき３万円もらえると書いてあった。

１０件答えたら元が取れて、その後は、収入になると思

い登録したが、アンケートは１件しかなかった。 

新規・継続合計  

店舗購入 

訪問販売 

訪問購入 

通信販売 

連鎖販売 

電話勧誘 

送り付け商法 

無店舗販売 

不明・無関係 

仕事（有料アンケート）を提供するので登録すれば確実に

収入が得られると謳う勧誘に注意をしましょう。収入を得る

はずが、実際仕事がなくかえって多大な出費になることも。

確実に収入が得られるといって登録料・利用料を払わせるこ

とを目的としています。悪質な手口に騙されないようにしま

しょう。 
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30件 

5月の相談件数 

No.68 

 
困ったことがあったら相談しよう！ 


